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Ⅰ 令和元年第２回県議会定例会提出議案等一覧

（予 算）

１ 令和元年度茨城県一般会計補正予算（第１号）

（条例その他）

１ 茨城県行政組織条例等の一部を改正する条例

２ 茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例

３ 茨城県県税条例等の一部を改正する条例

４ 取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査委員会条例を廃止する条例

５ 茨城県交通安全条例の一部を改正する条例

６ 大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条例の一部を改正する条例

７ 茨城県興行場法施行条例の一部を改正する条例

８ 茨城県都市公園条例の一部を改正する条例

９ 茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例の一部を改正する条例

10 茨城県県立学校設置条例の一部を改正する条例

11 茨城県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例

12 水戸市の中核市指定に係る申出について

13 取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査に関する事務の受託の廃止について

14 法人に対する出資について

15 県有財産の売却処分について（茨城中央工業団地（１期地区）事業用地）

16 県有財産の売却処分について（茨城港常陸那珂港区建設機械製造用地）

17 茨城県道路公社の有料道路事業の変更について

18 千葉県道路公社の有料道路事業の変更について

（報 告）

１ 地方自治法第179条第１項の規定に基づく専決処分について
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Ⅱ 令和元年度６月補正予算案の概要 
 

１ 基本的な考え方 

・  県では、平成３０年９月に、政策医療（救急医療・周産期医療等）を確保するという観

点から、特に早急な対応が必要な「最優先で取り組む医療機関・診療科（必要医師数：１７

人）」を選定し、２年以内の医師確保を目指している。 

今回の補正予算は、目標期限まで１年半を切る中、一刻も早く必要医師の確保を進めるた

めの追加対策として、必要な事業を計上した。 
 
 ・ 今回の補正予算に係る所要の一般財源については、一般財源基金からの繰入金を充当した。 

 

２ 補正予算の規模 

 ・ 一般会計   ５４百万円  (補正後  １兆１，３５７億６８百万円) 

 ・ 特別会計     －百万円  (補正後    ５，９５５億 ４百万円) 

 ・ 企業会計     －百万円  (補正後    １，１０２億８１百万円) 

    合計    ５４百万円  (補正後  １兆８，４１５億５３百万円) 

 

  ○予算の比較（一般会計）                                   （百万円、％） 

区分 Ｈ３０ Ｒ元 前年度比 

当初予算 １，１１１，６８８ １，１３５，７１４ １０２．２ 

６月補正 - ５４ 皆増 

補正後計 １，１１１，６８８ １，１３５，７６８ １０２．２ 

 

３ 事業 

 拡 県外からの医師確保強化事業                    ５４百万円 

   （非常勤医師等の派遣元医療機関に対する支援や県民総参加による医師紹介制度の創設等） 

○ドクタープール事業 
・全国から医師を募集し、県職員として採用の上、最優先の医療機関に派遣 

勤務期間：３年間を１単位（うち１年間は研修期間（海外等）の設定可） 
○自治医科大学卒業医師Ｕターン等促進事業 

・９年間の義務年限終了後、県外で勤務する自治医科大学卒業医師等を県職員として採用す

るための募集活動（採用にあたり謝金を贈呈：５０万円） 
○県民総参加による医師紹介事業 
 ・最優先の医療機関での勤務の可能性がある医師の紹介に対して、採用決定後に謝金を贈呈 
   医師：５０万円、紹介者：３０万円 

○スポット医師派遣推進事業 
・最優先の医療機関へ非常勤医師等の派遣を行う医療機関に対する支援 

補助額：医師の派遣に伴う逸失利益の補填 
  補助率：３／４ 

○民間会社を活用した医師確保事業 
・民間の医師専門人材紹介会社を活用し、最優先の医療機関へ医師を派遣する意向のある協

力病院への集中的な斡旋活動を実施 
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４ 一般会計補正予算款別内訳（歳入） 

 

 

                                                 （単位：百万円） 

款 名 

補正前の額 

 

（Ａ） 

今回補正額 

 

(Ｂ) 

計 

 

（Ａ＋Ｂ） 

県 税 ３８６，４５２  －  ３８６，４５２  

地 方 消 費 税 清 算 金 １１３，０００  －  １１３，０００  

地 方 譲 与 税 ５１，８２４  －  ５１，８２４  

地 方 特 例 交 付 金 ３，８９１  －  ３，８９１  

地 方 交 付 税 １８５，９７０  －  １８５，９７０  

交通安全対策特別交付金 ７８９  －  ７８９  

分 担 金 及 び 負 担 金 ８，８９９  －  ８，８９９  

使 用 料 及 び 手 数 料 １７，７１８  －  １７，７１８  

国 庫 支 出 金 １３１，２７８  －  １３１，２７８  

財 産 収 入 １，９５９  －  １，９５９  

寄 附 金 １３８  －  １３８  

繰 入 金 ２５，７５６  ５４  ２５，８１０  

繰 越 金 ５，０００  －  ５，０００  

諸 収 入 ８５，３８９  －  ８５，３８９  

県 債 １１７，６５１  －  １１７，６５１  

計 １，１３５，７１４  ５４  １，１３５，７６８  
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５ 一般会計補正予算款別内訳（歳出）   

 

 

                                           （単位：百万円） 

款 名 

補正前の額 

 

（Ａ） 

今回補正額 

 

（Ｂ） 

計 

 

（Ａ＋Ｂ） 

議 会 費 １，６９２  －  １，６９２  

総 務 費 ３８，３９６  －  ３８，３９６  

企 画 開 発 費 １１，２３９  －  １１，２３９  

生 活 環 境 費 １１，１６０  －  １１，１６０  

保 健 福 祉 費 ２１２，００４  ５４  ２１２，０５８  

労 働 費 ２，７９９  －  ２，７９９  

農 林 水 産 業 費 ４３，９４６  －  ４３，９４６  

商 工 費 ８２，０８０  －  ８２，０８０  

土 木 費 １１３，２０６  －  １１３，２０６  

警 察 費 ６２，１３３  －  ６２，１３３  

教 育 費 ２７４，７９１  －  ２７４，７９１  

災 害 復 旧 費 ８１６  －  ８１６  

公 債 費 １４７，５１６  －  １４７，５１６  

諸 支 出 金 １３３，６３６  －  １３３，６３６  

予 備 費 ３００  －  ３００  

計 １，１３５，７１４  ５４  １，１３５，７６８  
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Ⅲ 条例その他の議案の概要

議 案 内 容

改正の内容（ ， ， ，行政経営課 市町村課 厚生総務課

疾病対策課，少子化対策課）

１ 保健所の再編整備（12所→９所）茨城県行政組織条例等の一部

地域保健法の趣旨に従い，保健所の管轄区域を，現行の二次を改正する条例

保健医療圏に一致させるもの

保健所の再編整備に伴い，所要 ・ひたちなか保健所に常陸大宮保健所を統合

の改正をしようとするものであ ・潮来保健所に鉾田保健所を統合

る。 ・常総保健所を廃止し，管轄区域をつくば保健所，筑西保

健所及び古河保健所の管轄区域に再編

（常総市の区域→つくば保健所，下妻市及び八千代町の

区域→筑西保健所，坂東市の区域→古河保健所）

・土浦保健所の管轄区域の変更

（美浦村及び阿見町の区域→竜ヶ崎保健所）

２ 児童福祉法及び難病の患者に対する医療等に関する法律に

基づく事務処理の権限の一部移譲 等

（参考）改正条例

・茨城県行政組織条例

・感染症診査協議会条例

・茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

（施行日 令和元年11月１日）

改正の内容（財政課，消防安全課，薬務課，産業

政策課，労働政策課，建築指導課）

消費税及び地方消費税の税率の改定等に伴う手数料の標準の茨城県手数料徴収条例の一部を

額の改定に伴うもの改正する条例

（主なもの）

地方公共団体の手数料の標準に ・電気工事士免状交付手数料

関する政令の一部改正 ， （第１種）5,900円 → 6,000円に伴い

所要の改正をしようとするもので ・危険物取扱者試験手数料

ある。 （甲種）6,500円 → 6,600円

（施行日 令和元年10月１日）
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議 案 内 容

改正の内容（税務課）

茨城県県税条例等の一部を改正

１ 法人事業税する条例

特別法人事業税（国税）の創設に伴う税率の引下げ

地方税法等の一部改正に伴い，

所要の改正をしようとするもので ２ 自動車税

ある。 (1) 消費税及び地方消費税の税率の改定に関連する改正

・自家用乗用車（R元.10.1以後初回新規登録分）の種別

割の税率の恒久的引下げ

・自家用乗用車（R元.10.1～R2.9.30取得分）の環境性

能割の税率の軽減

(2) 環境インセンティブの強化

・自家用乗用車の環境性能割の税率の適用区分を見直し

・環境負荷の小さい自家用乗用車の種別割の税率の特例

（軽課）の対象を電気自動車等に限定

３ その他所要の改正

（ ）施行日 令和元年10月１日外

廃止理由（政策調整課）

取手市立中学校の生徒の自殺事

取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査委員会における案に係る調査委員会条例を廃止す

調査の終了に伴う廃止る条例

取手市立中学校の生徒の自殺事

案に係る調査委員会の廃止に伴

い，本条例を廃止しようとするも

（施行日 公布の日）のである。

改正の内容（生活文化課）

茨城県交通安全条例の一部を改

自転車の安全利用，自転車保険への加入等について規定（努正する条例

力義務）を整備

自転車の安全な利用を推進する （主なもの）

とともに，自転車保険への加入を ・自転車の定期的な点検及び整備

促進するため，所要の改正をしよ ・自転車保険への加入

うとするものである。 ・自転車保険に関する情報の提供 等

（施行日 公布の日）
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議 案 内 容

改正の内容（環境対策課）

大気汚染防止法に基づき排出基

工業標準化法の一部改正に伴う用語の整理準を定める条例の一部を改正する

「日本工業規格」→ 「日本産業規格」条例

法の一部改正に伴工業標準化

い，所要の改正をしようとするも

のである。

（施行日 令和元年７月１日）

改正の内容（生活衛生課）

茨城県興行場法施行条例の一部

健康増進 多数の者が利用する施設にを改正する条例 法の一部改正により，

ついて原則屋内禁煙となることに伴う興行場の基準の見直し

健康増進 ・喫煙室の必置規定等の削除（構造設備等基準）法の一部改正を踏ま

衛生措置基準）え，所要の改正をしようとするも ・喫煙場所等の案内等に係る規定の削除（

のである。

（施行日 令和元年７月１日）

改正の内容（都市整備課）

茨城県都市公園条例の一部を改

１ 偕楽園に有料区域を新設正する条例

（主なもの）

大人（個人利用）300円偕楽園の有料区域の新設等に

，所要の改正をしようとす伴い

るものである。 ２ 弘道館の使用料を引上げ

（主なもの）

大人（個人利用）200円 → 400円

３ その他所要の改正

（施行日 令和元年11月１日）

改正の内容（下水道課）

茨城県鹿島臨海都市計画下水道

１ 工業標準化法の一部改正に伴う用語の整理条例の一部を改正する条例

「日本工業規格」→ 「日本産業規格」

法の一部改正等に工業標準化

伴い，所要の改正をしようとする ２ その他所要の改正

ものである。

（施行日 令和元年７月１日）
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議 案 内 容

改正の内容（高校教育課）

茨城県県立学校設置条例の一部

１ 県立高等学校改革プラン実施プランⅠ期（2020～23）に基を改正する条例

づき，県立中学校（５校）を新設するもの

県立中学校の新設並びに県立高 ・太田第一高校附属中学校（常陸太田市栄町）

等学校の統合及び新設に伴い，所 ・鉾田第一高校附属中学校（鉾田市鉾田）

要の改正をしようとするものであ ・鹿島高校附属中学校（鹿嶋市城山二丁目）

る。 ・竜ヶ崎第一高校附属中学校（竜ヶ崎市平畑）

・下館第一高校附属中学校（筑西市下中山）

２ 第２次県立高等学校再編整備の後期実施計画（H29～32）

に基づき，県立高等学校を統合し新校を設置するもの

統合校 新設校 校地

岩井 坂東清風 岩井

坂東総合 （坂東市岩井）

※統合校は，施行日前日の在学者が在学中は存続

（施行日 １は令和元年７月１日，２は同年10月１日）

改正の内容（生活安全総務課）

茨城県警察関係手数料徴収条例

消費税及び地方消費税の税率の改定等に伴う手数料の標準のの一部を改正する条例

額の改定に伴うもの

地方公共団体の手数料の標準に （主なもの）

関する政令の一部改正 ， ・銃砲刀剣類所持等取締法第５条の５第１項の講習に伴い

所要の改正をしようとするもので 12,300円 → 12,700円

ある。 ・警備業法第42条第２項第１号の機械警備業務管理者講習

38,000円 → 39,000円

（施行日 令和元年10月１日）

地方自治法第252条の24第２項の規定に基づき，水戸市が中（市町村課）

核市の指定に係る申出をすることに同意しようとするもの水戸市の中核市指定に係る申出

について

・市 名：水戸市

地方自治法の規定に基づき，水 ・人 口：270,783人（Ｈ27国勢調査）

戸市が総務大臣に対して中核市の ・移行日：令和２年４月１日

指定に係る申出をすることに同意 （参考）中核市移行の概要

しようとするものである。 ・県が所掌する保健衛生・環境保全事務等の権限をまとめて

市に移譲する法制上の措置を講ずるもの

・要件：人口20万人以上
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議 案 内 容

廃止理由（政策調整課）

取手市立中学校の生徒の自殺

取手市立中学校の生徒の自殺事案に係る調査委員会におけ事案に係る調査に関する事務の

調査の終了に伴う廃止受託の廃止について る

取手市立中学校の生徒の自殺

事案に係る調査について，事務

の受託を廃止しようとするもの

である。

県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条（防災・危機管理課）

例第５条第２項の規定に基づく議決法人に対する出資について

(1)出 資 先 公益財団法人都道府県センター

県の出資法人等への関わり方に （被災者生活再建支援基金）

関する基本的事項を定める条例の (2)出 資 額 843,366,000円

規定に基づき，公益財団法人都道 (3)出資目的

府県センターに対する出資につい 被災者生活再建支援法に基づき，風水害等の自然災害によ

て，議決を求めようとするもので る住宅全壊等の被災者の生活再建を支援するため創設された

ある。 「被災者生活再建支援基金」の残高減少に伴う追加拠出

売却する財産の内容（産業基盤課）

県有財産の売却処分について

(1)不動産の表示

事業用地として，東茨城郡茨城 ・東茨城郡茨城町中央工業団地３番８

町中央工業団地３番８の土地を売 ・土地 86,197.38㎡

却しようとするものである。 (2)売却予定価格

1,327,439,652円

(3)売却処分先

兵庫県尼崎市竹谷町二丁目183番地

株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ

代表執行役社長 鈴木 雅哉

売却する財産の内容（港湾課）

県有財産の売却処分について

(1)不動産の表示

建設機械製造用地として，ひた ・ひたちなか市大字長砂字渚163番70ほか１筆

ちなか市大字長砂字渚163番70ほ ・土地 29,312.69㎡

か１筆の土地を売却しようとする (2)売却予定価格

ものである。 741,611,057円

(3)売却処分先

東京都品川区東大井一丁目９番37号

株式会社加藤製作所

代表取締役 加藤 公康
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議 案 内 容

議案の内容（道路維持課）

茨城県道路公社の有料道路事業

(1) 有料道路事業のの変更について 消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う

一部変更（料金の変更）

道路整備特別措置法の規定に基 ア 日立有料道路

づき，茨城県道路公社の行う有料 ・大型車 160円 → 170円

道路事業の事業内容の一部変更に ・特大車 310円 → 320円

ついて，同意しようとするもので イ 水海道有料道路

ある。 ・大型車 320円 → 330円

・特大車 580円 → 590円

ウ 常陸那珂有料道路

・軽自動車等 100円 → 110円

・普通車 100円 → 110円

・中型車 100円 → 110円

・大型車 160円 → 170円

・特大車 310円 → 320円

エ 第二栄橋有料道路（若草大橋）

・軽自動車等 150円 → 160円

・大型車 360円 → 370円

・特大車 570円 → 580円

(2)適用時期 令和元年10月１日

議案の内容（道路維持課）

千葉県道路公社の有料道路事業

(1) 有料道路事業のの変更について 消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う

一部変更（料金の変更）

道路整備特別措置法の規定に基 ア 銚子新大橋有料道路（利根かもめ大橋）

づき，千葉県道路公社の行う有料 ・軽自動車等 150円 → 160円

道路事業の事業内容の一部変更に ・大型車 310円 → 320円

ついて，同意しようとするもので ・特大車 570円 → 580円

ある。 (2)適用時期 令和元年10月１日
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Ⅳ 報告事項

１．地方自治法第１７９条第１項の規定に基づくもの

事 項（専決処分年月日） 内 容

補正の内容（財政課）

平成30年度茨城県一般会計補正

(1)補正予算内訳予算（第４号）

（平成31年３月29日専決処分） 【歳入】 補正額（百万円）

県税 450

地方譲与税 △110

地方交付税 233

交通安全交付金 △34

財産収入 1,200

諸収入 109

県債 △347

合 計 1,501

【歳出】 補正額（百万円）

総務費 2,475

警察費 △95

教育費 △495

公債費 △64

諸支出金 △115

予備費 △205

合 計 1,501

(2)主な内容

・人件費（退職手当，教職員給与費等）

・県税過誤納還付金

・公債費，予備費，税交付金等

・財政調整基金積立金

補正の内容（財政課）

平成30年度茨城県公債管理特別

(1)補正予算内訳会計補正予算（第２号）

（平成31年３月29日専決処分） 【歳入】 補正額（百万円）

公債管理収入

繰入金等 △29

合 計 △29

【歳出】 補正額（百万円）

公債管理支出

公債費 △29

合 計 △29

(2)内容

・利子，公債諸費
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内 容事 項（専決処分年月日）

改正の内容（税務課）

茨城県県税条例の一部を改正す

１ 個人県民税る条例

（平成31年３月29日専決処分) (1) ふるさと納税（特例控除）の見直し

総務大臣の指定を受けた地方公共団体に対する寄附金

地方税法の一部改正に伴い，所 に限定

要の改正をしようとするものであ (2) 現行の住宅ローン控除の控除期間を延長

る。 10年間 → 13年間

２ その他所要の改正

（施行日 平成31年４月１日外）

損害賠償の概要（道路維持課）

損害賠償の額の決定について

（平成31年４月９日専決処分） (1)事故発生日時 平成30年10月１日（月）午前２時00分頃

(2)事故発生場所 つくば市牧園１番地６地内

つくば市牧園地内で発生した工 （国道408号）

作物等事故について，損害賠償の (3)事故概要

額を定めようとするものである。 国道408号の街路樹が強風により倒れ，工作物等を破損した

事故

(4)損害賠償額 1,220,400円

（全額，東京海上日動火災保険株式会社からの支払）

和解の概要（生活衛生課）

和解について

（令和元年５月23日専決処分） (1)事故発生日時 平成29年12月１日（金）午前９時35分頃

(2)事故発生場所 石岡市大増701番地地先県道上

交通事故について，和解しよう （県道土浦笠間線）

とするものである。 (3)事故概要

普通貨物自動車で出張途中，相手方の小型乗用自動車と

衝突し，損害を受けた事故（動物指導センター所属）

(4)損害賠償額 1,658,186円
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